令和８年度　八幡浜市業務量管理・健康確保措置実施計画

１　計画の趣旨
1   趣旨
学校を取り巻く環境が大きく変化し、教職員が取り組まなければならない課題が多様化・複雑化する中で、学校が担う役割が拡大し、教職員の厳しい勤務実態が明らかになっている。学校現場で教育に携わる誰もが、ワークライフバランスを実現し、日々の生活の質や人生を豊かにすることで、自らの人間性や創造性を高め、子供たちに対して効果的な教育活動を行うことができるよう、働き方改革を推進していく。また、働き方改革の取組が、「勤務時間の削減」のみにとらわれることのないよう、教職員の「心身の健康」「学びの充実」「教育の専門職としての誇りや働きがい」につながるよう努めていく。
国においては、令和６年８月に、中央教育審議会答申「『令和の日本型学校教育』を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について」が出され、学校における働き方改革の更なる加速化、処遇改善、学校の指導・運営体制の充実を一体化・総合的に推進することが提言された。併せて、令和６年12月に、教師を取り巻く環境整備に関する文部科学大臣と財務大臣の合意事項として、令和11年までに平均の時間外在校等時間を月30時間程度に縮減することが目標とされた。更に、令和７年２月には、「公立の義務教育諸学校等の教職員の給与等に関する特別措置等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、教職員調整額の引き上げのほか、教育委員会に「業務量管理・健康確保措置実施計画」の策定・公表等を義務付けることが盛り込まれた。
これらのことを踏まえて、その処遇を改善し、優れた人材を確保するとともに、持続可能な学校の教育活動を継続していくため、本市の基本理念を次のとおりとする。

【本市の基本理念】「教育は人づくり、子どもが育つ八幡浜」
　　　　　　　　　教　職　員：子どもの成長のために働く幸せを追求しよう
　　　　　　　　　家庭・地域：子どものため、地域のため、先生とつながろう

　　　よって、教育委員会は、文部科学大臣が定める指針に即して、「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和46年法律第77号）の一部改正」により、当教育委員会が服務を監督する教職員の業務の量の適切な管理その他健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置（以下「業務量管理・健康確保措置」という。）の実施に関する計画（以下「業務量管理・健康確保措置実施計画」という。）を定めることとする。

２　対象の範囲
　　給特法第２条第２項に規定する教職員全て（校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員等）を対象とする。なお、それ以外の職員（事務職員、学校栄養職員等）については、36協定における時間労働の限度時間が適用される。

３　本市の現状
　　本市では、令和２年４月１日に教職員の勤務時間の上限に関する方針として「八幡浜市立学校の教職員の勤務時間の上限に関する方針」を定め、教職員の在校等時間の管理及びその時間の縮減に取り組んできた。
　　【上限の目安時間】　１か月の時間外在校等時間が45時間以内
　　　　　　　　　　　　１年間の時間外在校等時間が360時間以内
　　　※特例
　　　　児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により勤務せざるを得ない場合は、１か月の時間外勤務100時間未満、１年間の時間外勤務720時間以内（連続する複数月の平均時間外勤務80時間以内、かつ、時間外勤務45時間超の月は年間６月まで）

　　令和６年度における教職員の時間外在校等時間の状況は以下のとおりである。
	
	年平均
	月45時間を上回る割合
	月80時間を上回る割合

	小学校
	月 42.2時間
	月 49.1％
	5.3％

	中学校
	月 76.6時間
	月 79.9％
	51.0％


　　時間外在校等時間で45時間を超える割合が、小学校・中学校ともに高く、中学校では、80時間を超える割合が半数を超え、大きな課題となっている。

４　目標
本計画において、達成する目標を次により設定する。
1  時間外在校等時間に関する目標
ア　１か月の時間外在校等時間が45時間以下の割合を100％にする。
イ　１年間における１か月時間外在校等時間の平均を30時間程度にする。
2  ワーク・ライフ・バランスや働きがい等に関する目標
ア　年間の年次有給休暇の平均取得日数を10日以上にする。
イ　ストレスチェックにおける高ストレス者の割合を10％以内にする。

５　計画の期間
　　令和８年度～令和９年度

６　在校等時間の把握
　　校長は、教職員の在校等時間を校務用端末の出退勤管理システムを用いて日々把握し、校外や土日、祝日などにおける校務についても、出張伺・復命書や部活動従事簿等を踏まえ、できる限り客観的な方法により日々把握し、月末に教育委員会に報告する。

７　業務管理等に関する具体的な措置
（1） 勤務時間管理
1 　業務管理・健康確保措置実施計画の策定及び公表（Ｒ８年度～）・・・【教委】（新）
2 　業務管理・健康確保措置実施計画の内容及び実施状況の総合教
[bookmark: _Hlk217306619][bookmark: _Hlk217306938]育会議への報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【教委】（新）
3 　学校運営協議会において学校運営に関する基本方針の承認を受ける際に、働き方改革
に向けた計画及び具体的な取組を示す。また、保護者や地域と連携した働き方改革を進めるための仕組みづくり等を構築する。・・・・・・・・・・・・・・・【学校】（新）
· 取組（計画）の例
· 自校の重点目標や経営方針の中に働き方改革について盛り込む。
〇　校務分掌の見直しや適正化　
〇　ＩＣＴの活用を含めた環境整備等による勤務時間の短縮化　
〇　事務処理の合理化
〇　地域・保護者による見守り活動（挨拶活動）
　　　　　〇　学校の働き方改革に関する観点の学校評価への位置付け
4 　働き方改革として、取り組んだ内容を検証し、その成果や課題を学校運営協議会及び教育委員会に報告する。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【学校】（新）
5 　校務支援システムを活用し、教職員の時間外在校等時間を把握し、教育委員会に報告する。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【学校】
6 　八幡浜市学校管理規則第23条の規定に基づき、教職員の勤務時間の割り振り等の必要な事項について定め、教育委員会に申請する。・・・・・・・・・・・・【学校】
7 　学校閉庁日の設定による休暇取得の促進・・・・・・・・・・・・【教委】【学校】
8 　管理主事、教育委員等の学校訪問時の指導・助言・・・・・・・・【教委】
9 　学校行事・会議の精選等の見直し・・・・・・・・・・・・・・・【学校】
10 　研修記録等の簡素化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【教委】
11 　ＩＣＴ等を活用した業務改善
・校務支援システムの活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・【教委】【学校】
・チャット機能の活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【教委】【学校】
・共同編集やアンケート機能の活用・・・・・・・・・・・・・・【教委】【学校】
・教材の共有化、デジタル教材の活用等・・・・・・・・・・・・【教委】【学校】
12 　年次有給休暇を連続して取得することを推進する。・・・・・・・【教委】【学校】
13 　部活動指導員の配置拡充をはじめ、部活動の地域展開を更に進める。【教委】
14 　学校教育活動指導員やスクール・サポート・スタッフ、スクール・カウンセラー、
スクールソーシャルワーカー等の充実と適正な配置を行う。・・・・・【教委】
　　⑮　保護者や地域に対する周知及び広報活動を行う。・・・・・・・・【教委】【学校】

（２）健康管理を意識した働き方の徹底
①　ストレスチェック・定期健康診断等の実施・・・・・・・・・・・【教委】【学校】
②　高ストレス者等に対する支援（所属長の面談又は産業医による面接につなげる等）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【教委】【学校】
　　③　メンタルヘルスに関する研修の実施・・・・・・・・・・・・・・【教委】

８　関連する取組、今後のフォローアップについて
（1） 勤務時間管理
　　　校務用端末を活用し、正確な時間外勤務等の正確な把握に努め、本計画の内容に照らして課題がある場合は、個別に聞き取りを実施し、課題解消に向け指導・支援を行う。特に教職員の業務負担軽減が必要と認められる場合は、速やかな改善を行う。
（2） 教職員の働き方改革に関する保護者・地域への周知
学校運営協議会の充実を図り、保護者、地域と連携して学校教育活動の充実を目指す。その際、業務改善の視点を取り入れつつ、保護者や地域の理解を得ながら、教育の推進に努める。

